
   桶川市巡回指導員設置要綱  

（平成１２年５月２３日教育長決裁）  

 （設置）  

第１条  この要綱は、少年をとりまく環境の浄化、望ましい環境づくりを

めざし、パトロール行動を少年達に意識させ、問題行動を予防すること

を目的として、弱い心をもつ少年を助け励ます「指導育成活動（一声パ

トロール）」を行うために、桶川市巡回指導員（以下「指導員」とい

う。）を設置する。  

 （指導員の委嘱）  

第２条  指導員は、少年の育成及び指導に関係ある機関、団体並びに民間

有志のうちから桶川市青少年健全育成市民会議会長（以下「会長」とい

う。）が委嘱する。  

 （指導員の任期）  

第３条  指導員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  指導員に欠員が生じた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の

残任期間とする。  

 （定数）  

第４条  指導員の定数は、会長が定める。  

 （指導員の任務）  

第５条  指導員は、次の活動を展開し、地域の少年に関する意識の啓発を

あわせて行う。  

 (1) 少年の街頭指導及び育成に関すること。  

 (2) その他業務の遂行に必要な事項（万引きの防止、有害環境の浄化及

びたまり場の解消等）  

 （街頭指導）  

第６条  街頭指導は、市内を７地区に分けて実施する。  

 (1) 実施時期  



ア  毎月２回  

イ  夏祭り  

 (2) 巡回場所  

ア  街頭  繁華街、神社等の境内、公園  

イ  娯楽施設  ゲームセンター、パチンコ店  

ウ  その他の施設  スーパー等の大型店、喫茶店  

２  前項の規定にかかわらず、会長は、街頭指導の実施時期及び巡回場所

を変更し、定めることができる。  

３  指導員は、街頭指導の終了後遅滞なく様式第１号の巡回指導報告書を

提出し、必要に応じて様式第２号の個別指導報告書を提出するものとす

る。  

 （連絡員）  

第７条  指導員の互選により、各地区ごとに連絡員を１名置くものとする。  

２  連絡員は、各地区連絡員会議、関係機関、団体との連絡を行う。  

 （指導員証の携帯）  

第８条  指導員は、様式第３号の桶川市巡回指導員証を常に携帯し、指導

員としての自覚を持って行動し、活動時は腕章を着用するものとする。  

 （委任）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。  

附  則  

この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。  

  附  則（平成１５年６月６日市長決裁）  

この要綱は、平成１５年６月６日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成２６年４月１６日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。  



様式第１号（第６条関係）  

 



様式第２号（第６条関係）  

 



様式第３号（第８条関係）  

 


